
 

平成２９年１０月２３日 

 

「クリーンプラザみやぎ」ご利用者各位 

 

 

公益財団法人 宮城県環境事業公社 

理 事 長    土 井  秀 逸 

 

廃棄物処理料金の改定について（お知らせ） 

 

 秋冷の候、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

また、平素は、当公社をご利用いただき厚く御礼申し上げます。 

 さて、当公社処分場に係る今後の施設整備及び埋立て終了後の維持管理費用

について再検討しましたところ、その資金に不足が生じる見込みとなっており

ます。 

 つきましては、平成２８年３月に策定いたしました当公社の事業運営計画に

基づき、廃棄物処理料金を平成３０年４月１日から別紙のとおり改定いたしま

すので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 



廃 棄 物 処 理 料 金 改 定 

 

区分 廃 棄 物 の 種 類 処理料金 

Ⅰ 

[安定型産業廃棄物①] 

金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器く

ず、がれき類、石綿含有廃棄物 

18,000円／ｔ 

Ⅱ 
[安定型産業廃棄物②] 

廃プラスチック類、ゴムくず 
21,000円／ｔ 

Ⅲ 

[管理型産業廃棄物①] 

紙くず、木くず、繊維くず、鉱さい、ばいじん、燃え殻、

無機性汚泥、有機性汚泥 

21,000円／ｔ 

Ⅳ 
[管理型産業廃棄物②] 

廃石膏ボード 
24,000円／ｔ 

Ⅴ 
[特別管理産業廃棄物] 

廃石綿等 
30,000円／ｔ 

上記以外の廃棄物については、理事長が別に定める。 

 

（注） １ 処理料金は、消費税を含まない金額です。 

２ 極端に低比重な廃石綿等及び廃プラスチック類等の料金については、最大積

載量（容積トン）で算出します。 

３ 宮城県産業廃棄物税条例（平成 16 年条例第 19 号）に基づき、産業廃棄物を

最終処分場に搬入したときは、1トンにつき 1,000円の産業廃棄物税が排出事業

者に課税されます。 

  当公社は産業廃棄物税の特別徴収義務者に指定されています。 

 


